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(R7H 様式1-2-2）

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 交付申請書 車両

一般社団法人 次世代自動車振興センター 代表理事 殿 職員使用欄

管理ＮＯ

　私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車導入補助金 交付規程第6条1項の規定に基づき、以下の通り申請いた

します。

1.申請者に関する事項

法人 地方公共団体

※国税庁指定の13桁の番号です。登記簿に記載の会社法人等番号(12桁)とは異なります。

※申請が手続代行でない場合のお問い合わせ先としても使用します。

※お問い合わせ先が代表者の場合は、直通の電話番号・FAX番号のみご記入ください。

直通電話番号

直通FAX番号

※登記簿に記載されていない支社支店からの申請は本社からの申請となります。

支社・支店

※代表者が登記簿に記載がない場合は「無」をご選択の上、委任状をご提出ください。

有 無

2.手続代行者情報 ※手続代行の場合のみ記入

車両販売会社 車両販売会社以外

※国税庁指定の13桁の番号です。登記簿に記載の会社法人等番号(12桁)とは異なります。

（　1/3　印刷範囲はこの行まで）

申請書記入日 令和 年 月 日

代表者名 姓

法人番号

電話番号

フリガナ

法人名

― ―

代表者役職

メイ

メイ

名

セイ

申請法人内の担当者

所属部署名

フリガナ

―

― ―

― ―

― ―

―

FAX番号 ― ―

代行担当者名

電話番号 ―

□ □

郵便番号 ― 都道府県

担当者名 姓

フリガナ セイ

申請者の分類

市区町村

町域

番地(建物名を含む)

名

手続代行者の種類

支社・支店からの申請

申請者事業所 □
支社・支店の代表者の

代表権の有無 □ □

手続代行の会社名

姓 名

車両販売会社以外の場合、

法人番号 ―

セイ メイフリガナ

― ―

□ □
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3.車両に関する事項

※登録番号はいずれかご記入ください。

※車両管理責任者（役員または従業員）をご選択の場合、様式15を提出願います。

※③の場合、様式15に加え法人との関係が分かる書類も提出願います。

①申請者 ②役員が車両管理責任者 ③従業員が車両管理責任者

※記載がない場合、様式15に加えて法人との関係が分かる書類を提出願います。

記載がある 記載がない

※補助対象車両一覧に記載の番号です。

電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 燃料電池自動車

超小型モビリティ ミニカー 原付・側車付二輪車

※処分制限期間内は車両を保有していただく必要があります。

　期間は条件により異なるため、正式な期間は交付決定通知書にてご確認願います。

有 無 有 無

※新規車検証から変更がある場合は「有」を選択の上、変更前と後の双方の

必要書類を提出願います。詳細は応募要領でご確認ください。

4.リース契約に関する事項

※リースの契約期間が処分制限期間以上である事をご確認の上で申請願います。

※契約書に記載のあるリース期間を月単位でご記入ください。

※契約書に「車名、グレード、登録番号、車台番号、リース開始日・期間・

料金」の記載がない場合、不足内容が確認できる付属書類が必要です。

5.補助金額に関する事項

千円

6.補助金振込先に関する事項 ※口座は申請者名と同一名義の口座を指定ください。

銀行 信金 信組 農協 労金 その他

本店 支店 出張所

普通・総合 当座 貯蓄 その他（定期預金不可）

（　2/3　印刷範囲はこの行まで）

型式

□

□

車検証又は標識交付証明書の情報

— —

リース会社名

契約期間 ヶ月

車検証情報の変更 □ 有 □ 無

□ □

メーカー

グレード

処分制限期間 年

外部給電機能

□

□

□

車両の種類
□ □

車載コンセント（AC外部給電機能を含む） □

車名

②の場合、

登記簿への記載 □
申請車両情報

車両コード

車検証上の使用者名

使用者区分

□ □

預金種目

その他の場合、預金種目

口座番号　　※７桁

□ □

□ □ □ □

その他の場合、区分

店名

支店区分 □

契約書の必要事項 □ 有 □ 無

車台番号

登録または交付年月日 令和 年 月 日

標識番号
登録 番号

自動車登録番号又は車両番号 —

※７桁未満の場合は先頭に「０」を付けてください。

申請額（単位：千円）

□ □

□ □ □

□

フリガナ

口座名義

金融機関名

金融機関の区分 □

銀行コード　※４桁

支店コード　※３桁

□

※補助対象車両一覧を参照の上、ご記入ください。一覧で型式が「不明」の車両は別途、確認書が必要です。
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7.充電に関する調査

※申請者の分類が「法人」で「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車」を申請された方に、充電の方法についてお尋ねいたします。

自社単独の事務所・工場等 他社も併存するテナント内 その他

問2　⑴　購入した車両の駐車場における充電器の状況をお答えください。

①充電器あり ②1年以内に設置予定 ③充電器の設置予定なし

　　  ⑵　⑴で「①充電器あり」または「②1年以内に設置予定」を選択した方は、駐車場の形態をお答えください。

自社所有の駐車場 他社と併用するテナント内契約駐車場 自社敷地外の月極駐車場 その他

問3　問2⑴で「③充電器の設置予定なし」 を選択した方は、最も多く充電を想定している場所とその充電タイプをお答えください。

自社周辺 外出先経路 その他

普通充電器 急速充電器

8.補助金の誓約に関する事項

※内容に同意する場合、下記□にチェックを入れてください。同意が無い場合補助金交付できません。

＜申請に関する誓約内容＞

申請車両が給電機能を有した車両の場合

申請者が「主として自動車を販売する業を営む者」に該当する場合

申請者が法人の場合

※1 交付規程別紙を参照してください。

申請にあたり、次項の項目①～⑭を確認し、すべての内容について同意します。

⑨

⑩ 私は、補助金申請に伴いセンターに提出した書類が、理由を問わず返却されないことを了承します。

⑪

⑥ 私は、走行データ機材の搭載及び国等への走行データ提供等を求められた場合は了承します。 

⑦ 私は、申請車両の利用状況に関するデータ（利用頻度等）の提供を求められた場合は了承します。

⑧ 申請車両は、展示車、試乗車等の販売促進活動の目的で使用するものではありません。

私は、申請書の記載内容が誤っていた場合、その誤内容をセンターが修正することを了承します。

私は、過去１年以内に申請車両と同一名称の車両を販売しておらず、また、今後１年以内に販売しません。

⑤

② 私は、申請車両に関し、本補助金以外に国の補助金(センターが認める補助金は除く)を申請・受領していません。

③ 私は、「暴力団排除に関する誓約事項」（※１）を確認し、これに同意します 。

④

⑴

問1　会社の建物の種類をお答えください。

□ □ □

□ □ □

□ □ □ □

※2 センターの個人情報保護方針については、センターＨＰ（http://www.cev-pc.or.jp/privacy.html）に記載しています。

※3 gBizINFO（ジービズインフォ）とは、法人番号の開始を踏まえ、法人番号と補助金や表彰情報などの法人情報を 紐づけ、

どなたでも一括検索、閲覧ができるシステムです。（https://info.gbiz.go.jp）に掲載しています。

□ □

⑵ □ □

私は、本申請書等によりセンターが入手する個人情報は、申請者への問合せ、補助金の交付などの通知及び振込、財産処分

制限に関わる調査、その他センターが行う調査などを目的とし、センターが定める個人情報保護方針（※2）に従って使用

されることを了承します。

私は、申請車両の所有に関する情報について国・地方公共団体へ情報提供を求められた場合は、センターが情報を提供する

ことを了承します。また、災害時等に申請車両の貸与について国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で

協力するよう努めます。

□

① 私は、申請車両を処分制限期間内に処分する場合、センターの承認を受け、指示された補助金額を返納します。

□

（但し、当該車両を製造事業者、または、製造事業者に準じる事業者から購入し貸渡を以下条件で行う場合、上記の適用対

象外として認められる。

・自動車検査証が発行される車両　：自動車検査証上の所有者及び使用者となり、自家用自動車有償貸渡業の許可を取得して貸渡

・自動車検査証が発行されない車両：センターに様式19を提出のうえ、レンタカーとして有償で貸渡）

⑫

私は、私に対する補助金の交付決定等に関する情報（申請者名（交付決定先）、法人番号、交付決定日、交付決定額等）が

オープンデータとしてgBizINFO（ジービズインフォ）に公表されることを了承します。（※3 ）

⑬ 私は、補助金交付申請書及び変更届等の申請内容や添付した書類等について、真正な書類等であり、虚偽の内容は含まれて

いないことを表明し、保証します。

⑭ 私は、車両販売店、または、センターが認めた手続代行者に手続代行を依頼する場合、手続代行者が申請の不備を解消でき

ず補助金交付に至らない時は、私と手続代行者間で調整を行います。なお、私は、センターに対して直接不服を申し立てる

ことはしません。


